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２７年度からの介護保険料　　【基準月額　４,９００円】
保険料（年額）保険料率対象者所得段階

２万３,５００円０.４０
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世
帯の方、住民税非課税世帯で「合計所得金額＋課税年金
収入額」が８０万円以下の方

第１段階

３万５,２００円０.６０住民税非課税世帯で「合計所得金額＋課税年金収入額」
が８０万円超、１２０万円以下の方第２段階

４万１,１００円０.７０住民税非課税世帯で「合計所得金額＋課税年金収入額」
が１２０万円超の方第３段階

４万７,０００円０.８０住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得
金額＋課税年金収入額」が８０万円以下の方第４段階

５万８,８００円１.００住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得
金額＋課税年金収入額」が８０万円超の方第５段階

６万３,５００円１.０８本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満
の方第６段階

７万４,０００円１.２６本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上、
１９０万円未満の方第７段階

７万５,８００円１.２９本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１９０万円以上、
２９０万円未満の方第８段階

９万１,１００円１.５５本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が２９０万円以上、
３５０万円未満の方第９段階

９万４,０００円１.６０本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が３５０万円以上、
５００万円未満の方第１０段階

１０万８,７００円１.８５本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が５００万円以上、
７００万円未満の方第１１段階

１１万４,６００円１.９５本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が７００万円以上
の方第１２段階

小型家電回収品目
デジタルカメラ・ビデオカメラ１
据置型ゲーム機２
携帯型ゲーム機（および付属品）3
ＣＤ・ＭＤプレーヤー（携帯型のみ）４
各種ケーブル類５
ＩＣレコーダー６
キーボード（パソコン用）７
マウス８
ルーター・モデム９
電卓１０
リモコン１１
電子辞書１２
電話機（ファクス付は除く）１３
携帯用ラジオ１４
デジタル時計１５
懐中電灯１６
ヘアドライヤー１７
電子血圧計・電子体温計１８
携帯電話１９
ノートパソコン２０
☆フォトプリンター（３０cm未満）２１
☆電動鉛筆削り２２
☆電気あんか２３
☆電気アイロン２４
☆カーナビゲーションシステム２５
☆家庭用磁気・熱療法治療器２６
☆電気工具（３０cm未満）２７
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東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
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事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

～

年
度
か
ら
の
施
策
の
方
向
性
や
介
護
保
険
料

～　

年
度
か
ら
の
施
策
の
方
向
性
や
介
護
保
険
料
をを

２７２７

お
知
ら
せ
し
ま

お
知
ら
せ
し
ま
すす

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６第６期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期
　
第
６
期
（　
年
度
～　
年
度
）

２７

２９

東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
（
以
下
「
計

画
」
と
い
う
）
は
、
第
５
期
（　
２４

年
度
～　
年
度
）
計
画
を
踏
ま
え
、

２６

　
年
度
か
ら
３
年
間
の
「
高
齢
者

２７に
関
す
る
諸
施
策
の
方
向
性
」
を

示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
団
塊
の

世
代
の
方
が　
歳
以
上
と
な
る
平

７５

成　
年
に
は
市
の
総
人
口
に
占
め

３７
る　
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
が

６５
約
３
割
と
予
測
さ
れ
る
た
め
、
超

高
齢
社
会
を
念
頭
に
中
長
期
的
な

視
点
を
示
す
も
の
と
し
て
策
定
し

ま
し
た
。

　
第
６
期
計
画
は
、
介
護
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）、市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
同
２
階
）、
東
部・ひ
ば
り

が
丘
・
滝
山
・
中
央
の
各
図
書
館

お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
保
険
係
・
地
域

ケ
ア
係
☎
４
７
０
・
７
８
１
８
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７

７
５
０
へ
。

第
１
章　

概
要

　
施
策
の
大
き
な
柱
と
し
て
は
、

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
家
庭
や
地

域
の
中
で
、
安
心
し
て
い
き
い
き

と
暮
ら
せ
る
よ
う
、
東
部・中
部・

西
部
の
各
日
常
生
活
圏
域
に
１
カ

所
設
置
し
て
い
る
「
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
地
域
包
括
ケ
ア

の
連
携
拠
点
と
し
、
介
護
予
防
と

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
重
点

を
置
き
、「
地
域
の
支
え
合
い
」づ

く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

在
宅
で
療
養
す
る
高
齢
者
を
支
援

で
き
る
よ
う
「
在
宅
医
療
と
介
護

の
連
携
」「
認
知
症
施
策
の
推
進
」

な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

第
２
章　

基
本
目
標

　
７
つ
の
基
本
目
標
に
対
す
る
施

策
の
方
向
性
は
次
の
通
り
で
す
。

　
（
１
）
介
護
予
防・健
康
づ
く
り

の
推
進

　
従
来
の「
予
防
給
付
」「
介
護
予

防
事
業
」
を
再
編
し
、
要
支
援
者

な
ど
の
高
齢
者
の
多
様
な
生
活
ニ

ー
ズ
に
地
域
全
体
で
応
え
て
い
く

た
め
、予
防
給
付
の「
訪
問
介
護
」

「
通
所
介
護
」
に
つ
い
て
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
効
果
的
な
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
実
施
す
る
よ
う
、
体

制
整
備
を
図
り
ま
す
。
こ
の
新
し

い
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
（
以
下
「
総
合
事
業
」
と

い
う
）
は
、
住
民
な
ど
の
多
様
な

主
体
が
参
画
し
「
地
域
の
支
え
合

い
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
事
業
で
、

　
年
度
・　

年
度
に
準
備
を
行
い
、

２７

２８

　
年
４
月
か
ら
実
施
し
ま
す
。

２９
　
（
２
）
地
域
包
括
ケ
ア
の
充
実

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
体

制
を
整
え
、
住
民
の
活
動
を
支
援

す
る
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
の
充
実

を
図
り
ま
す
。
主
に
は
、「
地
域
ケ

ア
会
議
の
充
実
」「
在
宅
医
療
と
介

護
の
連
携・推
進
」「
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
の
推
進
」「
認
知
症
高
齢
者

支
援
の
推
進
」
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
（
３
）介
護
保
険
施
設
整
備
な
ど

の
充
実

　
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
な

ど
と
し
て
、「
定
期
巡
回・随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
」
の
誘
導
、

「
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
」「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
」
の
計
画
的
な
整
備
、
地
域
密

着
型
通
所
介
護
の
適
切
な
配
置
を

検
討
し
ま
す
。
ま
た
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
待
機
者
を
解
消
す

る
た
め
、
上
の
原
一
丁
目
（　
年
２８

４
月
予
定
）
と
、
ひ
ば
り
が
丘
団

地　
番
（　
年
４
月
予
定
）
に
同

４９

２９

老
人
ホ
ー
ム
を
開
設
で
き
る
よ
う

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
（
４
）生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
推
進

　
総
合
事
業
の
対
象
者
は
、
制
度

改
正
前
の
要
支
援
者
（
①
要
支
援

認
定
を
受
け
た
方
②
基
本
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
該
当
者
）で
す
。「
そ
の

他
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
の
種
類

は
、
栄
養
改
善
を
目
的
と
し
た
配

食
、
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
行
う

見
守
り
な
ど
で
す
。

　
（
５
）
認
知
症
高
齢
者
の
支
援

　
認
知
症
の
方
が
で
き
る
限
り
住

み
慣
れ
た
自
宅
で
暮
ら
し
続
け
、

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
も
安
心

で
き
る
よ
う
、
状
態
に
応
じ
た
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
流
れ
（
認

知
症
ケ
ア
パ
ス
）
の
作
成
と
普
及

が
求
め
ら
れ
、
認
知
症
地
域
支
援

推
進
員
の
設
置
や
認
知
症
ケ
ア
の

向
上
を
推
進
し
ま
す
。

　
（
６
）要
介
護
者
の
家
族
の
支
援

　
「
認
知
症
介
護
者
家
族
会
」
や

「
家
族
介
護
者
教
室
」
を
開
催
す

る
と
と
も
に
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ

ー
養
成
講
座
」
の
充
実
と
「
脳
の

健
康
教
室
」
の
開
催
を
推
進
し
ま

す
。
　
（
７
）高
齢
者
の
権
利
擁
護
の
推
進

　
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
（
地

域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
）
や
成
年

後
見
制
度
の
普
及
・
利
用
促
進
を

図
り
、
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

か
ら
成
年
後
見
制
度
へ
の
移
行
時

に
お
い
て
も
連
携
す
る
な
ど
、
高

齢
者
へ
の
安
心
・
安
全
の
し
く
み

の
充
実
に
努
め
ま
す
。
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
と
成
年
後
見
制
度

推
進
機
関
な
ど
の
関
係
機
関
と
の

連
携
強
化
を
図
り
ま
す
。
高
齢
者

虐
待
を
防
止
す
る
た
め
、
市
民
・

事
業
者
・
市
の
連
携
の
さ
ら
な
る

強
化
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
地
域

で
の
見
守
り
や
早
期
発
見
、
通
報

な
ど
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

養
護
者
の
支
援
を
含
め
た
関
係
者

の
対
応
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

第
３
章　

サ
ー
ビ
ス
量

の
推
計
・
介
護
保
険
料

　
（
１
）市
に
お
け
る
高
齢
化
の
状
況

　
市
に
お
け
る　
歳
以
上
の
高
齢

６５

者
人
口
は
、　

年　
月
で
は
２
万

２４

１０

８
２
８
８
人
（
高
齢
化
率　
・
４

２４

％
）
で
し
た
が
、　

年　
月
に
は

２６

１０

３
万
３
８
８
人
（
同　
・
１
％
）

２６

と
２
年
間
で
２
１
０
０
人
増
加
し
、

　
年
に
は
３
万
２
０
２
６
人
（
同

２９
　
・
８
％
）
に
な
る
見
込
み
で
す
。

２７

　
介
護
を
必
要
と
す
る
要
介
護
高

齢
者
も
増
加
し
て
い
て
、　

年
４

２７

月
現
在
、
約
４
９
０
０
人
で
す
が
、

　
年
度
に
は
約
５
５
０
０
人
に
な

２９る
見
込
み
で
す
。

　
（
２
）第
１
号
被
保
険
者
の
介
護

保
険
料
は
月
額
４
９
０
０
円

　
第
５
期
計
画
期
間
（　
年
度
～

２４

　

年
度
）
で
は
、
介
護
給
付
費

２６（
介
護
費
用
か
ら
利
用
し
た
と
き

に
支
払
う
本
人
負
担
を
除
い
た

額
）、
お
よ
び
地
域
支
援
事
業
費

（
介
護
予
防
な
ど
の
事
業
費
）
の

合
計
額
は
約
１
９
４
億
円
で
し
た
。

第
６
期
計
画
期
間
（　
年
度
～　

２７

２９

年
度
）
は
、
要
介
護
高
齢
者
の
増

加
な
ど
の
理
由
に
よ
り
約
２
４
２

億
円
と
、　

・
７
％
の
増
加
が
見

２４

込
ま
れ
ま
す
。　

歳
以
上
の
第
１

６５

号
被
保
険
者
は
、
こ
の
う
ち　
％
２２

（
第
１
号
被
保
険
者
負
担
率
）
を

介
護
保
険
料
と
し
て
負
担
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
第
６
期
計
画
期
間
の
第
１
号
被

保
険
者
の
基
準
保
険
料
額
は
、
月

額
４
２
０
０
円
か
ら
４
９
０
０
円

に
７
０
０
円
の
増
額
と
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
介
護
保
険
料
を
抑
制
す

る
た
め
、
保
有
す
る
介
護
給
付
費

準
備
基
金
を
約
２
億
円
繰
り
入
れ
、

保
険
料
の
増
加
抑
制
に
取
り
組
み

ま
し
た
。

　
（
３
）介
護
保
険
料
の
所
得
段
階

は　
段
階

１２
　
第
６
期
計
画
期
間
（　
年
度
～

２７

　
年
度
）
に
お
け
る
介
護
保
険
料

２９の
所
得
段
階
は　
段
階
で
す
。
な

１２

お
、
第
５
期
計
画
期
間
（　
年
度

２４

～　
年
度
）
に
お
け
る
（
旧
）
第

２６
１
所
得
段
階
（
生
活
保
護
受
給
者
、

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
で
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
が
該
当
）
と

（
旧
）
第
２
所
得
段
階
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
で
「
合
計
所
得
金
額

＋
課
税
年
金
収
入
額
」
が　
万
円

８０

以
下
の
方
が
該
当
）
は
統
合
さ
れ
、

第
６
期
計
画
期
間
で
は
（
新
）
第

１
所
得
段
階
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
第
５
期
計
画
期
間
に
引

き
続
い
て
、
市
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
方
の
保
険
料
段
階
を
細
分

化
し
、
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
段

階
を
設
定
し
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　
皆
さ
ん
に
お
支
払
い
し
て
い
た

だ
く
介
護
保
険
料
は
７
月
に
決
定

後
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
（
４
）公
費
に
よ
る
介
護
保
険
料

軽
減
の
強
化

　
第
６
期
計
画
期
間
（　
年
度
～

２７

　
年
度
）
で
は
公
費
（
消
費
税
増

２９税
分
）
を
投
入
し
て
、
所
得
の
少

な
い　
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険

６５

料
軽
減
を
行
う
仕
組
み
が
新
た
に

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
年
度
か
ら
は
（
新
）
第
１
所

２７
得
段
階
に
該
当
す
る
方
を
対
象
と

し
て
、
保
険
料
率
を
０
・　

か
ら

４５

０
・　

に
軽
減
し
ま
す
。

４０

　
※
軽
減
に
要
す
る
費
用
は
、
国

が
そ
の
費
用
の
２
分
の
１
、
都
道

府
県
が
４
分
の
１
、
市
区
町
村
が

４
分
の
１
を
負
担
し
ま
す
。

介
護
保
険
の
利
用
者 

負
担
額
が
変
更

　
今
回
の
改
定
に
よ
り
、
介
護
保

険
の
利
用
者
負
担
額
が
変
更
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
利
用
し
て

い
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
で
、
利
用
者

負
担
額
が
異
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
ま
た
は
各

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
へ
。

　
都
と
特
別
区
お
よ
び　
市
２
町

２６

で
は
、都
市
計
画
道
路
を
計
画
的・

効
率
的
に
整
備
す
る
た
め
連
携
し

な
が
ら
、
お
お
む
ね　
年
間
で
優

１０

先
的
に
整
備
す
べ
き
路
線
を
定
め

た
「
事
業
化
計
画
」
を
過
去
３
回

に
わ
た
り
策
定
し
、
事
業
の
推
進

に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　
現
行
の
「
区
部
に
お
け
る
都
市

計
画
道
路
の
整
備
方
針
（
第
三
次

事
業
化
計
画
）」お
よ
び「
多
摩
地

域
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
の
整

備
方
針
（
第
三
次
事
業
化
計
画
）」

は　
年
度
ま
で
の
計
画
と
し
て
い

２７
て
、
第
四
次
事
業
化
計
画
で
は
、

よ
り
効
率
的
な
道
路
整
備
を
推
進

し
て
い
く
た
め
、
区
部
と
多
摩
地

域
を
統
合
し
た
東
京
全
体
の
事
業

化
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
都
と
特
別
区
お
よ

び　
市
２
町
は
協
働
で
、「
東
京
に

２６
お
け
る
都
市
計
画
道
路
の
整
備
方

針
（
第
四
次
事
業
化
計
画
）
中
間

の
ま
と
め
」
を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
。
今
後
中
間
ま
と
め
に
対
す
る

皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
・
ご
提
案

も
参
考
に
第
四
次
事
業
化
計
画
を

策
定
し
て
い
き
ま
す
。
皆
さ
ん
か

ら
の
ご
意
見
・
ご
提
案
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

　
【
閲
覧
方
法
】都
と
特
別
区
お
よ

び　
市
２
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

２６
都
民
情
報
ル
ー
ム
（
都
庁
第
一
庁

舎
３
階
）、都
内
各
市
区
町
村
の
窓

口
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】６
月　
３０

日
（
火
）
ま
で
に

（
消
印
有
効
）、

「
東
京
に
お
け
る

都
市
計
画
道
路
の

整
備
方
針
（
第
四

次
事
業
化
計
画
）
中
間
の
ま
と
め

に
つ
い
て
」
と
明
記
の
上
、
〒
１

６
３
倆
８
０
０
１
、
都
庁
街
路
計

画
課
宛
て
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
０

３
・
５
３
８
８
・
１
３
４
５
）、
電

子
メ
ー
ル（S0000179@

sectio

         
      n  

.m
etro.tokyo.j

  
            p  
）、
ま
た
は
直

接
同
課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

様
式
は
自
由
（
可
能
な
限
り
、
性

別
・
年
齢
・
住
所
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
）

　
詳
し
く
は
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.toshiseibi.metr

                          o  

.tokyo.jp/kiban/tokyo/index.

                            h  

tm   

l  
）を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、同
課

☎
０
３
・
５
３
８
８
・
３
３
７
９

ま
た
は
市
道
路
計
画
課
道
路
交
通

計
画
係
☎
４
７
０
・
７
７
６
８
へ
。

ナ
ー
も
設
け
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

生
ご
み
か
ら
堆
肥
を
作
る
こ
と
が

で
き
る
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト

の
無
料
配
布
手
続
き
も
行
い
ま
す
。

　
【
日
時
】
６
月　
日
（
土
）
午
前

１３

　
時
～
午
後
４
時
、　

日
（
日
）

１０

１４

午
前　
時
～
午
後
３
時

１０

　
【
回
収
お
よ
び
展
示
場
所
】市
役

所
１
階
屋
外
ひ
ろ
ば
「
市
ご
み
対

策
課
ブ
ー
ス
」

　
【
回
収
品
目
】
上
表
の
通
り

　
【
ご
注
意
】小
型
家
電
は
、上
表

に
記
載
の
一
般
家
庭
ご
み
で
、
か

つ
縦　
㌢
㍍
×
横　
㌢
㍍
以
内

３０

３０

の
も
の
に
限
り
ま
す
▼
表
の
☆
印

は
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
で
回

収
し
て
い
な
い
品
目
で
す
▼
携
帯

電
話
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
な
ど
、

個
人
情
報
が
記
録
で
き
る
電
子
機

器
は
、
必
ず
デ
ー
タ
を
消
去
し
た

上
で
お
出
し
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
、
ご
み
対
策
課
☎
４

７
３
・
２
１
１
７
へ
。　

　
「
第　
回
東
久
留
米
市
環
境
フ

１９

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
で
、
家
庭
で
不

要
に
な
っ
た
小
型
家
電
の
イ
ベ
ン

ト
回
収
（
無
料
）
を
行
い
ま
す
。

小
型
家
電
は
、
燃
や
せ
な
い
ご
み

で
出
さ
ず
に
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ

と
で
、レ
ア
メ
タ
ル（
希
少
金
属
）

な
ど
を
再
資
源
化
す
る
こ
と
が
で

き
、
ご
み
の
減
量
化
に
つ
な
が
り

ま
す
。
ま
た
、
生
ご
み
の
堆
肥
化

な
ど
、
ご
み
の
減
量
化
に
向
け
た

取
り
組
み
を
紹
介
す
る
展
示
コ
ー

環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
でで

小
型
家
電
の
回
収
・
生
ご
み
の
減
量

小
型
家
電
の
回
収
・
生
ご
み
の
減
量
化化

展
示
を
行
い
ま

展
示
を
行
い
ま
すす

「
東
京
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
の
整
備
方

「
東
京
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
の
整
備
方
針針

（
第
四
次
事
業
化
計
画
）中
間
の
ま
と
め

（
第
四
次
事
業
化
計
画
）中
間
の
ま
と
め
」」

～
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

～
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
～～


